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平成２７年第３回幸田町議会定例会会議録（第１号） 

────────────────────────────────────────────────── 

 議事日程 

  平成２７年９月４日（金曜日）午前９時０５分開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸報告 

日程第４ 報告第２号 財政健全化判断比率等について 

日程第５ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

     第47号議案 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

     第48号議案 教育委員会委員の任命について 

日程第６ 第49号議案 幸田町基本構想について 

     第50号議案 幸田町職員の再任用に関する一部改正について 

     第51号議案 幸田町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条 

           例の一部改正について 

     第52号議案 幸田町個人情報保護条例の一部改正について 

     第53号議案 幸田町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定 

           について 

     第54号議案 幸田町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

     第55号議案 幸田町手数料徴収条例の一部改正について 

     第56号議案 幸田町住民広場の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

     第57号議案 幸田町国民健康保険税条例の一部改正について 

     第58号議案 幸田町介護保険条例の一部改正について 

     第59号議案 岡崎市及び幸田町における消防指令業務に係る事務を処理する内部 

           組織の共同設置について 

     第60号議案 岡崎市斎場の利用に係る事務の委託の廃止に関する協議について 

     第61号議案 財産の取得について（学校コンピュータ） 

     第62号議案 平成27年度幸田町一般会計補正予算（第２号）中、歳入全部、歳出 

           15款・55款・70款・、第２条 

     第63号議案 平成27年度幸田町土地取得特別会計補正予算（第１号） 

     第64号議案 平成27年度幸田町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

     第65号議案 平成27年度幸田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

     第66号議案 平成27年度幸田町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

     第67号議案 平成27年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計補正予算（第 

           １号） 

     第68号議案 平成27年度幸田町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

     第69号議案 平成27年度幸田町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

     認定第１号 平成26年度幸田町一般会計歳入歳出決算認定について 

     認定第２号 平成26年度幸田町土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 
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     認定第３号 平成26年度幸田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第４号 平成26年度幸田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい 

           て 

     認定第５号 平成26年度幸田町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第６号 平成26年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 

           認定について 

     認定第７号 平成26年度幸田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて 

     認定第８号 平成26年度幸田町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第９号 平成26年度幸田町水道事業会計利益の処分及び決算認定について 

日程第７ 決算審査意見の報告 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した案件 

  議事日程のとおり 

────────────────────────────── 

    出席議員（１６名） 

  １番 足 立 初 雄 君  ２番 伊與田伸 吾 君  ３番 稲 吉 照 夫 君 

  ４番 鈴 木 重 一 君  ５番 杉 浦 あきら君  ６番 志 賀 恒 男 君 

  ７番 鈴 木 雅 史 君  ８番 中 根 久 治 君  ９番 酒 向 弘 康 君 

  10番 大 嶽  弘 君  11番 池 田 久 男 君  12番 笹 野 康 男 君 

  13番 丸 山千代子 君  14番 伊 藤 宗 次 君  15番 水 野千代子 君 

  16番 浅 井 武 光 君 

    欠席議員（０名） 

────────────────────────────── 

  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 大須賀一誠 君 副 町 長 成 瀬  敦 君

教 育 長 小 野 伸 之 君 企 画 部 長 大 竹 広 行 君

総 務 部 長 山 本 富 雄 君 住民こども部長 山 本 茂 樹 君

健康福祉部長 大 澤  正 君 環境経済部長 清 水  宏 君

建 設 部 長 近 藤  学 君 教 育 部 長 小 野 浩 史 君

消 防 長 壁 谷 弘 志 君 企 業 立 地 監 志 賀 幸 弘 君

企画部次長兼
企画政策課長

林  敏 幸 君
総務部次長兼
税 務 課 長

平 松 寛 昭 君

健康福祉部次長兼
福 祉 課 長

山 下 明 美 君
環境経済部次長兼
水 道 課 長

伊 澤 正 美 君

建設部次長兼
区画整理課長

伊 澤 勝 一 君
教育部次長兼
学校教育課長

羽根渕闘志 君

消 防 次 長 兼
消 防 署 長

本 田  稔 君
会計管理者兼
出 納 室 長

牧 野 洋 司 君

代表監査委員 山 下  力 君

────────────────────────────── 
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  職務のため議場に出席した議会事務局職氏名 

   事 務 局 長 桐 戸 博 康 君    

────────────────────────────── 

○議長（浅井武光君） 皆さん、おはようございます。 

   平成２７年第３回幸田町議会定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げま

す。 

   議員各位には、公私とも御多用のところ御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

   本定例会に提出されました議案は、お手元の議案目録のとおり、報告案件１件、人事

案件３件、単行議案１３件、平成２７年度補正予算８件並びに平成２６年度決算認定９

件、合わせて３４件の重要な案件が提出されております。議会といたしましては、町民

生活の安定と福祉の向上のため十分な審議を行い、町民の付託に応えるべき努力したい

と思うところであります。議員各位に慎重なる審議と円滑な議会運営に格別の御協力を

お願いいたします。 

   ９月に入りまして、朝晩涼しさを感じる今日このごろでありますが、今年の夏は珍し

い夏で温度差の激しい夏ということです。秋雨前線がいたずらで不安定な日が続いてお

りますが、季節の変わり目でもあり、皆様にはくれぐれも御自愛くださいまして議会に

臨んでいただきたいと思います。重ねてお願い申し上げます。開会に当たり御挨拶とい

たします。 

   お諮りします。 

   本日、議場内において三河湾ネットワーク株式会社が、取材で議場内のカメラ撮影を

されます。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（浅井武光君） 御異議なしと認めます。 

   よって、議場内のカメラ撮影は許可することに決定しました。 

   定例会招集に当たり、町長の挨拶を行います。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） 皆さん、おはようございます。 

   本日、ここに平成２７年第３回幸田町議会定例会をお願いいたしましたところ、議員

の皆様方におかれましては、何かと御多用の中、早朝より御出席を賜り、厚く御礼を申

し上げます。また、議員各位の皆様方におかれましては、平素から町政各般にわたりま

して御理解と御支援をいただいておりますこと、あわせて厚く御礼を申し上げます。 

   今年の夏は大変暑い日が続いておりましたが、ここ数日は朝夕とも急に気温が下がっ

てくるなど気温の変化が激しくなっておりますが、議員の皆様方におかれましては体調

管理に十分御配慮していただきますようお願いをいたします。 

   さて、今定例会に提案をさせていただきます議案は、報告議案１件、人事案件３件、

単行議案１３件、補正予算８件、そして決算認定９件、合わせて３４件でございます。

後ほど提案理由とその概要につきましては説明申し上げますが、いずれもこれからの町

政を進めるにおいて重要なものばかりでございますので、全議案とも慎重に御審議の上、
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御可決、御承認を賜りますよう、お願いを申し上げます。なお、一般質問につきまして

は、９人の議員の皆様から御通告をいただいておりますが、いずれも今後の町政を進め

る上で重要な問題ばかりでございますので、真摯に受けとめ、誠意を持って対応させて

いただきますので、よろしくお願いをいたします。 

   ここで、１点御報告、連絡をさせていただきます。 

   明日の９月５日でございます。土曜日、午前９時から幸田町総合防災訓練が開催され

ます。訓練参加機関が４８機関、約４５０人の参加を得て、総合的かつ実践的な防災訓

練を実施いたします。議員各位におかれましても御臨席いただきますよう、お願いを申

し上げます。 

   以上、定例会開会に当たっての挨拶とさせていただきます。よろしくお願いをいたし

ます。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（浅井武光君） ただいまの出席議員は１６名であります。 

   定足数に達しておりますから、平成２７年第３回幸田町議会定例会は成立いたします。 

   よって、これより開会をいたします。 

                              開会 午前 ９時５分 

○議長（浅井武光君） 地方自治法第１２１条の規定により議案説明のため出席を求めた理

事者及び監査委員は、お手元に印刷配付のとおりですから、御了承願います。 

   ただいまから本日の会議を開きます。 

                             開議 午前 ９時０５分  

○議長（浅井武光君） 議事日程は、お手元に印刷配付のとおりでありますから、御了承願

います。 

────────────────────────────── 

  日程第１ 

○議長（浅井武光君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

   会議規則第１２０条の規定により、本日の会議録署名議員を１３番 丸山千代子君、

１４番 伊藤宗次君の御両名を指名いたします。 

──────────────○─────────────── 

  日程第２ 

○議長（浅井武光君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

   お諮りします。 

   今期定例会の会期は、本日から９月３０日までの２７日間といたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（浅井武光君） 異議なしと認めます。 

   よって、会期は本日から９月３０日までの２７日間と決定いたしました。 

   なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に印刷配付の定例会会期日程表のと

おりでありますから、御了承願います。 

──────────────○─────────────── 
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  日程第３ 

○議長（浅井武光君） 日程第３、諸報告を行います。 

   例月出納検査５月分、６月分、７月分の３件、定期監査１件、財政援助団体等監査１

件であります。これは、お手元に印刷配付のとおりですから、御了承願います。 

   次に、今回の定例会までに受理した請願、陳情などは、お手元に印刷配付のとおり陳

情が７件あります。これは、会議規則第９２条の規定により、陳情第３号から陳情第９

号までの７件を総務教育委員会に付託します。 

   以上をもって、諸報告を終わります。 

──────────────○─────────────── 

  日程第４ 

○議長（浅井武光君） 日程第４、報告第２号 財政健全化判断比率等について、報告を求

めます。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） それでは、議案書の１ページをお願いいたします。 

   報告第２号 財政健全化判断比率等についてを説明させていただきます。 

   この報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及

び第２２条第１項の規定に基づいて、監査委員の意見を付して報告させていただくもの

であります。 

   ２ページをお願いいたします。 

   まず、１の健全化判断比率の４つの指標のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比率に

つきましては黒字となりましたので、数値は計上されておりません。 

   次に、実質公債費比率は過去３年間の平均値であり、本年度は７.７％で前年度比０.

８％の減となり、早期健全化基準の２５％を下回っております。 

   将来負担比率につきましては、将来負担額以上に積立基金等の充当可能財源がありま

すので、昨年同様数値は計上されませんでした。 

   また、２の公営企業の資金不足比率につきましては、農業集落排水事業特別会計、下

水道事業特別会計、水道事業会計の３会計全てにおいて黒字となり、数値が計上されま

せんでした。 

   先ほど説明させていただきました、健全化判断比率の４つの指標のうち、数値が１つ

でも基準を上回りますと早期健全化計画等の作成が義務づけられますが、本町におきま

しては全て基準値以下でございます。なお、各比率の明細につきましては、議案関係資

料の１ページから４ページをごらんいただきたいと思います。 

   以上、報告させていただきます。よろしくお願いをいたします。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（浅井武光君） 報告は終わりました。 

   ここで、暫時休憩といたします。 

                             休憩 午前 ９時１６分 

─────────────── 
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                             再開 午前 ９時３４分 

○議長（浅井武光君） 休憩前に戻し、会議を再開いたします。 

   これをもって、報告第２号を終わります。 

──────────────○─────────────── 

  日程第５ 

○議長（浅井武光君） 日程第５、諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めるこ

とについて、第４７号議案 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の選任について、第

４８号議案 教育委員会委員の任命について、以上の３件を一括議題といたします。 

   朗読は省略し、理事者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） それでは、議案書の５ページをお願いいたします。 

   諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでございます。人

権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるものであります。 

   議案書の６ページをお開きいただきたいと存じます。 

   今回、三浦敏男委員、山田和代委員及び天野信行委員の３名が、平成２７年１２月３

１日をもって任期満了となりますので、三浦敏男氏、宇都野昭男氏及び都築民子氏の３

氏を新たに人権擁護委員として推薦するものでございます。任期は平成２８年１月１日

から３年間でございます。 

   三浦敏男氏につきましては、幸田町大字深溝字西ノ入１０番地、昭和１８年１２月１

５日生まれ、７１歳であります。三浦氏は引き続き４期目の推薦となりますが、現在は

岡崎人権擁護委員協議会の会長として、また愛知県人権擁護委員連合会の理事として岡

崎、幸田並びに県下の人権擁護活動の推進に尽力をいただいているところでございます。

人格も高潔で人柄もよく、引き続き委員として推薦するものでございます。 

   続きまして、宇都野昭男氏は幸田町大字芦谷字北屋敷３４番地、昭和２１年７月３０

日生まれ、６９歳でございます。宇都野氏は長年にわたり金融機関に勤められ、平成２

６年度の芦谷区長として区行政の発展に御尽力され、現在は社会福祉法人の幸田町社会

福祉協議会の理事を務められております。人格も高潔で人柄もよく、委員としての活躍

を期待し、推薦するものでございます。 

   続きまして、都築民子氏につきましては、幸田町大字菱池字新田６２番地、昭和２４

年８月９日生まれ、６６歳でございます。都築氏は長年にわたり教職員として御活躍さ

れ、また民生委員、児童委員を６年間、青少年健全育成地域推進員などを歴任され、教

育、社会福祉活動に精通されており、人格も高潔で人柄もよく、委員としての活躍を期

待し、推薦するものでございます。 

   議案関係資料につきましては５ページから１１ページでありますので、御参照いただ

きたいと思います。 

   続きまして、人事案件第４７号及び４８号の議案へまいりたいと思います。 

   第４７号議案、議案書の７ページでございます。第４７号議案 幸田町固定資産評価

委員会の委員の選任についてでございます。 
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   小林常男委員が平成２７年１２月３１日で任期満了となることに伴いまして、その後

任の委員を選任する必要があるためでございます。 

   ８ページをお開きいただきたいと思います。 

   伊藤学氏、幸田町大字菱池字桜坂１４番地８、昭和４１年１１月１９日生まれの４８

歳を地方税法第４２３条第３項の規定によりまして、議会の同意を求めるものでござい

ます。任期は平成２８年１月１日から３年間でございます。伊藤氏につきましては、昭

和５７年に中部電力株式会社に就職されまして、現在は岡崎支店に勤務されておりまし

て、用地だとか配電関係の地理に非常に精通している方だということでございます。ま

た、平成２７年度は桜坂区長としての地域の自治に貢献されております。区長経験を生

かし若いながらも公正中立な判断ができる方ということともに、納税者としての固定資

産評価への信頼を確保する視点において適任者と考えております。 

   議案関係資料につきましては１２ページから１３ページですので、御参照いただきた

いと存じます。 

   次に、第４８号議案 教育委員会委員の任命についてでございます。 

   尾中明委員が平成２７年９月３０日で任期満了となるため、その後任の委員に中根晃

氏に係る同意を、改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規

定により求めるものでございます。任期は平成２７年１０月１日から２年６カ月間でご

ざいます。 

   次に、１０ページをお開きいただきたいと存じます。 

   中根晃氏は、幸田町大字芦谷字斧鎈３６番地２、昭和２０年１２月２６日生まれの６

９歳でございます。中根氏につきましては、大学卒業後、岡崎市立矢作西小学校を初め

赴任された小中学校において児童生徒の指導、育成に当たられ、平成１４年度からは幸

田町立深溝小学校教頭、平成１５年度からは同校校長として本町の教育振興に御尽力い

ただきました。こうした経験から、またお人柄も高潔にして温厚であり、今後の教育行

政推進に誠心誠意取り組んでいただける方として適任者であると考えております。 

   なお、議案関係資料につきましては、１５ページから１７ページでございます。 

   以上、３件につきまして提案理由の説明をさせていただきました。御審議の上、御可

決、承認、同意を賜りますようお願いを申し上げます。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（浅井武光君） 提案理由の説明は終わりました。 

   これより、質疑を行います。 

   質疑の方法は、会議規則第５５条及び第５６条の規定により、１議題につき１５分以

内とし、質疑の回数制限は行いませんので、よろしくお願いいたします。 

   理事者の答弁時間の制限はありませんが、議員の発言時間の制限に鑑み、簡明なる答

弁をお願いいたします。 

   初めに、諮問第１号の質疑を許します。 

   ありませんか。 

   以上で、諮問第１号の質疑を打ち切ります。 

   次に、第４７号議案の質疑を許します。 
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   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 固定資産審査委員会委員の関係につきまして、基本的には学区持ち

回りで、学区内における行政区の持ち回り、こういう状況が私は長年続いてきたわけで

すが、今回もそういう慣例、慣行に従っての人選なのかどうか、答弁がいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 総務部長。 

○総務部長（山本富雄君） 地元のほうでの推薦ということではいただいております。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 地元に責任転嫁、地元に選んでくれと言ったのは、あなた方でしょ。

じゃあ、その地元というのは学区の持ち回りでしょ。それとも、あなた、例えば６学区

としますよね、６学区をすべからく、ひとつ審査委員会の人選をお願いしますわって全

部学区に行ったのか。そうしたら６人が手を挙げたらどうするんだ。そうやって隠蔽す

るような形でやるんじゃないということなんだ。学区持ち回りの上で今度は荻谷学区で

ひとつ人選してくださいよと。荻谷学区については、幸田区の方が任期満了を迎えます

ので、幸田区以外の方でお願いしますよと、こういうことでしょ。 

○議長（浅井武光君） 総務部長。 

○総務部長（山本富雄君） 今、言われましたように、学区の方にお願いはしておりますが、

どこの区でということでのお願いはしてはおりませんので、よろしくお願いします。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 追及されると、そうですわと言っておきながら大もとは外しちゃう

わけだ。地元からといったら、先ほど申し上げたように、あなた方はフリーハンドで地

元で全部頼んできたのかといったら、そうではないでしょうが。今度の順番は引き続き

荻谷学区でお願いしますよと。荻谷学区の中で誰かかれかというのは介入に当たるかも

しれませんので、学区のほうでよろしく人選をお願いします。こういう流れでしょ。な

ぜ素直に認めないの。 

○議長（浅井武光君） 総務部長。 

○総務部長（山本富雄君） 言われるように、もちろんオールフリーでの依頼となりますと、

なかなか人選も難しいということもございますので、過去の経過そういったものを説明

させていただきまして、お願いをしているということでございます。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 町長は、この方については中電の関係で用地、配電関係に精通をし

ておりますよと、こういう説明でありましたね。そうしたときに、履歴書の最後の段だ

け、達筆なもので私は能がないものでなかなか読みにくいなというふうに思うわけです

が、中部電力株式会社岡崎支店と、岡崎営業所まではわかるが、何々副長というところ

のそこの関係がちょっとわからないわけなのでね。やっぱりそういう点でいけば自分の

経歴ですので、やっぱり基本的には誰が見てもわかるような内容で書いていただきたい

という、これは人それぞれのあれによって必ずしもそうではない。しかし、これはよく

わからないなと思うので、どういうことなのかきちんと説明がいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 総務部長。 

○総務部長（山本富雄君） 配電運営課の副長でございます。 
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○議長（浅井武光君） ほかにありませんか。 

   以上で、第４７号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第４８号議案の質疑を許します。 

   ありませんか。 

   以上をもって、第４８号議案の質疑を打ち切ります。 

   これをもって質疑を終結いたします。 

   ここで、委員会付託の省略についてお諮りします。 

   ただいま議題となっております諮問第１号、第４７号議案、第４８号議案を会議規則

第３９条第３項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅井武光君） 異議なしと認めます。 

   よって、ただいま議題となっております議案は、委員会への付託を省略することに決

定いたしました。 

   これより、ただいま議題となっております３議案について討論に入ります。 

   まず、原案反対の方の発言を許します。 

   反対討論はありませんか。 

   反対討論なしと認め、反対討論を打ち切ります。 

   次に、原案賛成の方の発言を許します。 

   賛成討論はありませんか。 

   賛成討論なしと認め、賛成討論を打ち切ります。 

   これをもって、討論を終結いたします。 

   これより採決いたします。 

   採決の方法は、起立によって行います。 

   まず、諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての原案に異

議なしの旨答申するに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（浅井武光君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、諮問第１号議案は、原案に異議なしの旨答申することに決定いたしました。 

   次に、第４７号議案 幸田町固定資産評価委員会委員の選任についてを原案どおり同

意するに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（浅井武光君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第４７号議案は原案どおり同意することに決定いたしました。 

   次に、第４８号議案 教育委員会の委員の任命についてを原案どおり同意することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（浅井武光君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第４８号議案は原案どおり同意することに決しました。 

   ここで暫時休憩といたします。 

                             休憩 午前 ９時５０分 

─────────────── 

                             再開 午前 ９時５３分 

○議長（浅井武光君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   ここで、途中ではありますけれども、１０分間の休憩といたします。 

                             休憩 午前 ９時５４分 

─────────────── 

                             再開 午前１０時０４分 

○議長（浅井武光君） 休憩前に戻し、会議を再開いたします。 

──────────────○─────────────── 

  日程第６ 

○議長（浅井武光君） 日程第６、第４９号議案から認定議案第９号までの３０件を一括議

題といたします。 

   朗読は省略し、理事者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） それでは、単行議案の第４９号議案から６１号議案までの１３件

について、まず提案理由の説明をさせていただきます。 

   議案書の１１ページをでございます。 

   第４９号議案「幸田町基本構想について」でございます。これにつきましては、平成

１７年９月３０日議決の幸田町基本構想を変更するものでございます。 

   提案理由といたしましては、幸田町総合計画策定条例第４条第２項の規定に基づき必

要があるからであります。幸田町基本構想は、町政の最高理念として目指すべき将来像

及び基本目標を示すものであります。 

   「幸田町基本構想」につきましては、議案書１２ページから１３ページの第１章から

第４章となります。第１章は、目標年度を１０年後の２０２５年度とするものでありま

す。第２章は将来人口規模、第３章はまちづくりの理念と将来像、第４章はまちづくり

の基本目標とするものであります。そして、これらをもとに１０年後の２０２５年度の

新たな幸田町を見据え、総合的で計画的な行政運営を図るため、定めるものであります。 

   議案関係資料は、１８ページから１９ページでございますので、御参照いただきたい

と存じます。 

   続きまして、１５ページでございます。 

   第５０号議案「幸田町職員の再任用に関する条例の一部改正について」でございます。 

   提案理由につきましては、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等

の一部を改正する法律の施行に伴い、必要があるからであります。 
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   議案書１９ページをお願いいたします。 

   改正の概要につきましては、厚生年金保険法及び地方公務員等共済組合法の一部改正

に伴う引用条項の整理をするものでございます。施行期日は、平成２７年１０月１日か

らでございます。 

   議案関係資料は、２０ページ、２１ページとなりますので、御参照いただきたいと存

じます。 

   続きまして、議案書１７ページでございます。 

   第５１号議案「幸田町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

の一部改正について」でございます。 

   提案理由といたしましては、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法

等の一部を改正する法律の施行に伴い、必要があるからでございます。 

   議案書１８ページをお開きいただきたいと存じます。 

   改正の概要につきましては、本条例は、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務

上の災害または通勤による災害に対する補償を定めるもので、今回、障害共済年金が障

害厚生年金に、遺族共済年金が遺族厚生年金に一元化されることに伴う改正をするもの

でございます。なお、改正箇所に関係する公務災害補償の支給実績はございません。 

   施行期日は、平成２７年１０月１日からでございます。 

   議案関係資料は、２２ページから２４ページとなりますので、御参照いただきたいと

存じます。 

   続きまして、議案書の１９ページでございます。第５２号議案「幸田町個人情報保護

条例の一部改正について」でございます。 

   提案理由につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律の施行に伴い、必要があるからでございます。今回の改正は、特定個人

情報の取り扱いにつきまして、個人情報より厳格な保護措置を講ずる必要があるため、

番号法の規定に準じて所要の整理等を行うものでございます。 

   次に、議案書の２０ページをお願いいたします。 

   この条例は、町の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する個人

の権利を定めるとともに、町における個人情報の適正な取り扱いの確保を図ることによ

り、個人の権利利益の保護を目的とするものでございます。改正の概要につきましては、

番号法施行に伴い、第２条の用語の定義に「特定個人情報」と「情報提供等記録」を追

加し、第８条で、特定個人情報を除く「個人情報の利用及び提供の制限」を規定し、第

８条の２及び８条の３で「特定個人情報の利用及び提供」について新たに定めるもので

あります。また、第１５条第２項、第１６条第２項、第１７条第７号の改正では、特定

個人情報について、法定代理人以外の委任による代理人の訂正、利用停止請求を認める

ものであります。第７条から第８条まで、第１１条と第１４条第３号では、「行政機関

の保有する個人情報の保護に関する法律」が地方自治体に適用されないため、それとの

整合を図る改正を行うものであります。 

   施行期日につきましては、平成２７年１０月５日、情報提供等記録の部分につきまし

ては、政令で定める日でございます。 
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   議案関係資料は、２５ページから３３ページでございますので、御参照いただきたい

と存じます。 

   続きまして、議案書の２５ページをお願いいたします。 

   第５３号議案「幸田町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定に

ついて」でございます。 

   提案理由につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律の施行に伴い、必要があるからでございます。個人番号は、社会保障、

税及び災害について、法の別表で定められた事務、または地方公共団体が条例で規定す

る事務に限り利用及び特定個人情報を提供できるとされており、さらなる行政運営の効

率化を図るとともに、町民の利便性の向上を図るため、本条例を制定するものでござい

ます。 

   議案書２６ページをお開きください。 

   制定の概要につきましては、番号法に規定する利用範囲のほかに、社会保障またはこ

れに類する分野の事務について個人番号を利用する「独自利用事務」を別表１で定める

もの、そして番号法別表に掲げる事務及び独自利用事務を行う際に、手続の簡素化を図

るため、町の執行機関内で、個人番号とひもづけられた特定個人情報を授受する「庁内

連携事務」を別表２で定めるもの、同じく、町の執行機関の間で特定個人情報を提供す

る「機関連携」を別表３で定めるものでございます。 

   施行期日につきましては、平成２８年１月１日からでございます。 

   議案関係資料は、３４ページでございます。御参照いただきたいと存じます。 

   続きまして、議案書３１ページの第５４号議案「幸田町消防団員等公務災害補償条例

の一部改正について」でございます。提案理由といたしましては、被用者年金制度の一

元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、必要がある

からでございます。 

   議案書３２ページをお願いいたします。 

   改正の概要につきましては、障害共済年金が障害厚生年金に、遺族共済年金が遺族厚

生年金に一元化されることに伴いまして、引用条項の整理及びその他字句の整理を行う

ものであります。 

   施行期日につきましては、平成２７年１０月１日からでございます。 

   議案関係資料は、３５ページから３８ページとなりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

   続きまして、第５５号議案、３５ページでございます。「幸田町手数料徴収条例の一

部改正について」でございます。提案理由といたしましては、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴い、必要があるからでご

ざいます。 

   議案書３６ページをお開きいただきたいと存じます。 

   改正の主な概要につきましては、いわゆる番号法の施行により国民一人一人に１２桁

の「個人番号」が付番され、全ての町民に通知カードが１０月５日以降、順次交付され

ることとなります。この通知カードを紛失した場合などに、再発行を希望される方は、
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有料で再交付することができるとされております。この関係で第１条といたしまして、

別表第１の住民基本台帳カードの交付手数料の項の次に「通知カードの再交付手数料」

１件５００円を加えるものであります。また、希望する本人からの申請により、顔写真

付の「個人番号カード」が平成２８年１月１日から交付されることとなります。この個

人番号カードは、従来までの住民基本台帳カードにかわるものとなりますが、この個人

番号カードを紛失した場合などに、再交付を希望される方には、有料で再交付すること

ができるとされています。この関係で第２条といたしまして、別表第１の「住民基本台

帳カードの交付手数料１件５００円」を「個人番号カードの再交付手数料１件８００

円」に改めるものでございます。 

   施行期日につきましては、第１条の通知カードの再交付手数料に係る規定につきまし

ては、平成２７年１０月５日、第２条の個人番号カードの再交付手数料に係る規定につ

きましては、平成２８年１月１日でございます。 

   議案関係資料は、３９ページから４１ページでございます。御参照いただきたいと存

じます。 

   続きまして、第５６号議案、議案書の３７ページでございます。お願いいたします。

「幸田町住民広場の設置及び管理に関する条例の一部改正について」でございます。 

   提案理由といたしましては、「里住民広場」を廃止することに伴い、必要があるから

であります。 

   議案書の３８ページでございます。 

   改正の主な概要につきましては、別表中の「里住民広場」に関する規定を削るもので

あります。主な内容といたしましては、里住民広場は、昭和５９年４月に２筆４,８７

３平米を有償で借地し、開設いたしました。以降、地元子ども会がソフトボールの練習

場として使用してまいりましたが、本年度に入りまして、地権者から早急な用地の返還

を求められまして、やむなく返還をせざるを得ない状況となりました。そして廃止する

ものでございます。 

   施行期日につきましては、平成２７年１０月１日からでございます。 

   議案関係資料は、４２ページから４３ページでございます。よろしくお願いいたしま

す。 

   続きまして、第５７号議案、３９ページでございます。「幸田町国民健康保険税条例

の一部改正について」でございます。 

   提案理由につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律の施行に伴い、必要があるからであります。 

   議案書４０ページをお願いいたします。 

   改正の主な概要につきましては、国民健康保険税の減免に係る申請書の記載事項に個

人番号を加えるものであります。 

   施行期日につきましては、平成２８年１月１日からでございます。 

   議案関係資料は、４４ページから４５ページでございますので御参照ください。 

   続きまして、第５８号議案、議案書の４１ページでございます。「幸田町介護保険条

例の一部改正について」でございます。 
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   提案理由につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律の施行に伴い、必要があるからであります。 

   議案書４２ページをお願いいたします。 

   改正の主な概要につきましては、介護保険料の徴収猶予及び減免に係る申請書の記載

事項に個人番号を加えるものでございます。 

   施行期日につきましては、平成２８年１月１日からでございます。 

   議案関係資料は、４６ページから４７ページでございます。御参照ください。 

   続きまして、第５９号議案、議案書の４３ページからでございます。「岡崎市及び幸

田町における消防指令業務に係る事務を処理する内部組織の共同設置について」でござ

います。 

   提案理由といたしましては、岡崎市及び幸田町における消防指令業務に係る事務を処

理する内部組織を設置することに伴い、必要があるからであります。 

   議案書４４ページをお願いいたします。 

   共同設置する内部組織及び規約の概要につきましては、名称は共同通信課、構成市町

は岡崎市及び幸田町、執務場所は岡崎市十王町２丁目９番地、岡崎市役所内、職員は岡

崎市及び幸田町の職員から選任するものであります。その他といたしまして、規約にお

きまして、予算、決算、監査、職員の身分等について定めるものであります。 

   施行期日につきましては、平成３０年４月１日からでございます。 

   議案関係資料は、４８ページでございます。御参照いただきたいと存じます。 

   続きまして、第６０号議案、議案書の４７ページでございます。「岡崎市斎場の利用

に係る事務の委託の廃止に関する協議について」でございます。 

   提案理由につきましては、岡崎市斎場の利用に係る事務の委託を廃止することに伴い、

必要があるからであります。内容につきましては、現在の岡崎市斎場は、岡崎額田地区

広域市町村圏事業として昭和５１年に岡崎市才栗町地内に新築され、供用開始しました

が、平成２８年６月１日の新斎場供用開始に伴いまして、斎場の利用許可及び使用料の

徴収については、新火葬場において直接取り扱うこととしたため、平成２８年５月３１

日限りで事務の委託を廃止し、当該事務に関する規約を廃止しようとするもので、議会

の議決により岡崎市との協議を行おうとするものでございます。 

   議案関係資料は、４９ページから５１ページでございます。よろしく御参照ください。 

   次に、第６１号議案、議案書の４９ページでございます。「財産の取得について」で

ございます。財産を取得するため、「幸田町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

または処分に関する条例第３条」の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 

   提案理由につきましては、「学習環境整備のためのパソコン取得」に伴い、必要があ

るからであります。 

   議案書の５０ページをお願いいたします。 

   物品名は小学校コンピュータで、物品の概要はデスクトップパソコン２４６台、プリ

ンター、ソフトウエア等及び設置・調整一式で、納入場所は幸田町地内でございます。

契約金額は、３,１２１万２,０００円でございます。契約の方法は、９社による指名競

争入札を８月６日に実施し、契約予定者は、豊橋市内張町５番地の２、有限会社東京理
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科器、取締役生崎浩でございます。 

   議案関係資料につきましては、５２ページから５５ページでございますので、御参照

いただきたいと思います。 

   以上、単行議案については終わらせていただきます。 

   それでは、続きまして、補正予算関係について説明させていただきたいと存じます。 

   別冊の「補正予算関係」をごらんいただきたいと存じます。 

   第６２号議案「平成２７年度幸田町一般会計補正予算（第２号）」につきましては、

補正予算書の１ページをお開きいただきたいと存じます。 

   第１条歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出それぞれ１億７,９０９万６,００

０円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出それぞれ１４０億６,９０９万６,０００

円とするものでございます。 

   また、第２条の債務負担行為につきましては、４ページをお開きいただきたいと存じ

ます。 

   消防施設一般事業において、平成２８年度から平成２９年度に行う、岡崎市幸田町に

おける消防指令業務に係る負担に要する経費２億７,７７２万２,０００円の債務負担を

お願いするものでございます。 

   それでは、主な補正内容を説明させていただきます。 

   まず、歳入についてでございますけれども、補正予算説明書の８ページをお開きいた

だきたいと存じます。 

   １０款の町税につきましては、個人町民税所得割におきまして、個人所得の増加によ

り、４,０００万円を追加し、法人町民税法人税割におきましては、大手企業の国内収

益の減少による課税対象所得の減少と申告調整等により、８億６,０００万円を減額す

るものであります。また、固定資産税につきましては、賦課決定に基づき精査するもの

であります。 

   次に、４５款の分担金及び負担金につきましては、国の制度改正に伴い保育料保護者

負担金を追加し、５０款、使用料及び手数料から保育所私的契約児施設使用料を減額し、

組みかえをするものでございます。 

   次に、５５款の国庫支出金につきましては、国の制度改正に伴い、保育緊急確保事業

費補助金を減額し、組みかえとして子ども・子育て支援交付金を新規計上するものであ

ります。 

   １０ページをお願いいたします。 

   また、国民年金事務費交付金におきましては、システム改修費を追加するものでござ

います。 

   次に、６０款、県支出金につきましては、放課後児童健全育成事業費等補助金と保育

緊急確保事業費補助金を減額し、組みかえとして国庫支出金とあわせ、子ども・子育て

支援事業費補助金を新規計上するものであります。 

   次に、７０款、寄附金につきましては、文化振興事業に対する社会教育費寄附金を新

規計上するものであります。 

   次に、７５款、繰入金につきましては、財政調整基金からの繰入金を追加し、全体の
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調整をするものであります。 

   次に、８０款の繰越金につきましては、予算現額に対し５億６９２万９,０００円の

超過となりましたので、その全額を追加するものであります。 

   続きまして、歳出の説明をさせていただきます。 

   １２ページをお願いいたします。 

   まず、１５款、総務費につきましては、人件費の補正をお願いしておりますが、内容

といたしましては、人事異動に伴うものでございます。総務管理費におきましては、安

全対策一般事業で嘱託職員の報酬及び共済費を計上しております。また、徴税費におき

ましては、税務課の非常勤職員の賃金、そして大手企業の国内収益の減少による課税対

象所得の減少と申告調整等により、町税還付金を追加するものであります。 

   次に、１４ページをお願いいたします。 

   次に、２０款の民生費につきましては、社会福祉費におきまして、国民健康保険特別

会計への繰出金を追加し、国の制度改正に伴う国民年金システム改修のための委託料を

新規計上するものであります。 

   次に、２５款、衛生費につきましては、保健衛生費におきまして、嘱託職員の報酬を

新規計上するものであります。 

   次に、３５款、農林水産業費につきましては、農業集落排水事業特別会計への繰出金

を減額するものであります。 

   次に、４５款の土木費につきましては、土木管理費におきまして、嘱託職員の報酬及

び共済費を追加し、続いて１６ページをお開きいただきたいと存じます。道路橋梁費に

つきましては、嘱託職員の報酬を新規計上し、共済費及び賃金を追加するものでござい

ます。都市計画費におきましては、幸田駅前土地区画整理事業特別会計及び下水道事業

特別会計への繰出金を減額するものであります。 

   次に、５５款の教育費につきましては、社会教育費におきまして、嘱託職員の報酬及

び共済費を追加するものであります。 

   次に、７０款の諸支出金につきましては、普通財産取得費におきまして、土地取得特

別会計への繰出金を追加するものであります。 

   以上が、平成２７年度幸田町一般会計補正予算（第２号）の概要でございます。 

   続きまして、第６３号議案「平成２７年度幸田町土地取得特別会計補正予算（第１

号）」について説明をさせていただきます。 

   補正予算書１９ページでございます。 

   歳入歳出それぞれ２,１４６万４,０００円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出

それぞれ４,４２６万５,０００円とするものであります。 

   補正予算説明書の２６ページをお開きいただきたいと存じます。 

   歳入につきましては、一般会計からの繰入金と前年度繰越金を追加するものでありま

す。 

   歳出につきましては、補正予算説明書２８ページをお願いいたします。 

   公共用地の先行取得のため、三ヶ根駅前用地購入費を追加するものでございます。 

   次に、第６４号議案「平成２７年度幸田町国民健康保険特別会計補正予算（第１
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号）」につきましては、補正予算書の３１ページをお開きいただきたいと存じます。 

   歳入歳出それぞれ３,４９４万４,０００円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出

それぞれ３７億２,５７０万１,０００円とするものでございます。 

   補正予算説明書３８ページをお願いいたします。 

   まず、歳入につきましては、歳出の総務費の増加による事務費繰入金を、また金額の

確定による前年度繰越金をそれぞれ追加し、収支調整のため財政調整基金繰入金を減額

するものであります。 

   歳出につきましては、補正予算説明書４０ページをお開きいただきたいと存じますが、

総務費におきまして非常勤職員の賃金を追加し、諸支出金におきましては、過年度分の

精算により、国庫支出金等還付金を追加するものでございます。 

   続きまして、第６５号議案であります。「平成２７年度幸田町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）」でございます。 

   補正予算書の４３ページでございます。 

   歳入歳出それぞれ９９万８,０００円を減額し、歳入歳出の予算総額を、歳入歳出そ

れぞれ３億１,０６７万４,０００円とするものであります。 

   補正予算説明書の５０ページをお願いいたします。 

   歳入といたしましては、金額の確定により保険料繰越金を減額するものであります。 

   歳出につきましては、補正予算説明書の５２ページをお願いいたします。 

   保険料繰越金の減少により、後期高齢者医療広域連合納付金を減額するものでござい

ます。 

   続きまして、第６６号議案「平成２７年度幸田町介護保険特別会計補正予算（第１

号）」でございます。 

   補正予算書の５５ページをお願いいたします。 

   歳入歳出それぞれ２,８３８万８,０００円を追加し、歳入歳出の予算総額を、歳入歳

出それぞれ１７億７,３１３万４,０００円とするものでございます。 

   補正予算説明書の６２ページをお願いいたします。 

   歳入につきましては、前年度繰越金を追加し、介護給付費準備基金繰入金の減額で全

体を調整するものであります。 

   歳出につきましては、補正予算説明書６４ページをお開きください。 

   諸支出金につきましては、過年度精算に基づく国庫支出金等の返還金を追加するもの

であります。 

   続きまして、第６７号議案「平成２７年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計

補正予算（第１号）」でございます。 

   補正予算書の６７ページをお願いいたします。 

   今回の補正は歳入のみでありまして、歳入歳出の予算総額に変更はございません。 

   補正予算説明書につきましては、７０ページをお開きいただきたいと存じます。 

   補正の内容といたしましては、前年度繰越金を追加し、一般会計からの繰入金を同額

減額するものでございます。 

   続きまして、第６８号議案「平成２７年度幸田町農業集落排水事業特別会計補正予算
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（第１号）」でございます。 

   補正予算書７３ページをお開きいただきたいと存じます。 

   今回の補正は歳入のみであり、歳入歳出の予算総額に変更はございません。 

   補正予算説明書につきましては、７６ページをお開きいただきたいと存じますが、補

正の内容といたしましては前年度の繰越金を追加し、一般会計からの繰入金を同額減額

するものであります。 

   続きまして、第６９号議案でございます。「平成２７年度幸田町下水道事業特別会計

補正予算（第１号）」でございます。 

   補正予算書の７９ページをお願いいたします。 

   今回の補正は歳入のみでございまして、歳入歳出の予算総額に変更はございません。 

   補正予算説明書につきましては、８２ページをお開きいただきたいと存じます。 

   補正の内容につきましては、前年度の繰越金を追加し、一般会計からの繰入金を同額

減額するものでございます。 

   以上で、補正予算につきましては終わらせていただきます。 

   それでは、さらに続けまして、認定議案に入ってまいりたいと思います。認定第１号

から認定第９号までの決算認定につきまして、地方自治法第２３３条第３項及び地方公

営企業法第３０条第４項の規定によりまして、本議会の認定に付するものでございます。

一般会計から順次説明申し上げます。別冊の「平成２６年度愛知県額田郡幸田町各会計

決算書」及び「平成２６年度決算に係る主要な施策の成果の説明書」をごらんいただき

たいと存じます。 

   まず、認定第１号「平成２６年度幸田町一般会計歳入歳出決算認定について」でござ

います。詳細につきましては、決算書及び主要な施策の成果の説明書のとおりでござい

ます。 

   決算書１７８ページをお開きいただきたいと存じます。 

   歳入決算総額１３７億３,５３０万円、歳出決算総額１２９億１,２２３万３,０００

円で、差引額８億２,３０６万７,０００円となりました。平成２６年度につきましては、

繰越明許費による翌年度へ繰越すべき財源が２１３万８,０００円でありましたので、

実質収支額につきましては８億２,０９２万９,０００円となっております。 

   決算額の増減の大きな費目につきまして、今から説明をさせていただきます。 

   初めに、歳入についてであります。決算書の１８ページから６７ページ、並びに主要

な施策の成果の説明書の２１ページからをごらんいただきたいと存じます。 

   平成２６年度の税収総額は、９２億９,９８８万１,０００円で、前年度比７億６,１

６０万４,０００円（８.９％）の増収となりました。 

   決算書１８ページからをお願いいたします。 

   まず、１０款の町税では、町民税個人分が納税義務者数と株式等譲渡所得の増加等に

より、前年度比８,５７７万２,０００円（３.９％）の増収、法人分につきましては、

経済政策や円安等の影響により企業収益が改善し、前年度比６億４,１３０万８,０００

円（４５.６％）の増収となりました。町民税全体では、４４億５,０５２万８,０００

円で、前年度比７億２,７０８万（１９.５％）の増収となりました。固定資産税につき
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ましては、土地と家屋分は相見地区を始め、新築家屋の増加により６,６６６万３,００

０円（２.６％）の増収となりました。償却資産分につきましては、設備投資の減少か

ら２,８９３万４,０００円（１.８％）の減収となり、固定資産税全体では４１億９,４

０７万９,０００円で、前年度比３,７７５万８,０００円（０.９％）の増収となりまし

た。そのほか、軽自動車税、たばこ税、入湯税、都市計画税につきましても、総額で６

億５,５２７万４,０００円となり、３２３万４,０００円の減収となりました。 

   次は、２０ページからお願いいたします。 

   次に、１５款の地方譲与税につきましては、１億２,７３５万５,０００円で、地方揮

発油譲与税等の減により、前年度に比べ３.３％の減となりました。 

   次に、２２ページでございます。 

   ２０款の利子割交付金から、２６ページにわたります３３款の地方特例交付金までの

各種交付金につきましては、景気の回復による配当割交付金の増加と、消費税率引き上

げによる地方消費税交付金の増加により、交付額総額で６億６,０１９万８,０００円と

なり、前年度に比べ、４,１６６万８,０００円の増加となりました。 

   次に、２６ページをお願いいたします。 

   ３５款の地方交付税につきましては、全額が特別交付税で経済危機対策などにより、

３,１３４万円が交付されました。 

   ２８ページをお願いいたします。 

   ４０款の交通安全対策特別交付金につきましては５０４万４,０００円で、前年度に

比べ１１.１％の減となりました。 

   ４５款の分担金及び負担金につきましては、保育料保護者負担金と養護老人ホームの

入所に係る本人及び扶養義務者負担金が主なもので、決算額といたしましては２億１,

２８９万６,０００円で、保育料保護者負担金の増により、前年度に比べ４.５％の増と

なりました。 

   ５０款、使用料及び手数料につきましては、じん芥処理手数料、公営住宅使用料、駐

車場使用料が主なもので、決算額といたしましては２億２,５０７万円で、じん芥処理

手数料の減少などにより、前年度に比べ０.４％の減となりました。 

   次は、３４ページからお願いいたします。 

   ５５款の国庫支出金につきましては１０億３,５３０万円で、前年度比６.５％の減と

なりました。主な要因としましては、地域の元気交付金の減によるものであります。 

   次に、３８ページからをお願いいたします。 

   ６０款の県支出金につきましては、６億６,９４３万９,０００円で、８.４％の増と

なりました。主な要因は、子育て支援減税手当給付事業費補助金の増によるものであり

ます。 

   ４６ページからをお願いいたします。 

   ６５款財産収入につきましては３,２４４万５,０００円で、４５.０％の大幅な減と

なりました。主な要因は、不動産売払収入の減によるものでございます。 

   次は、４８ページからをお願いいたします。 

   ７０款の寄附金につきましては２９６万円で、合併６０周年寄附金や文化振興事業等
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のための指定寄附採納分でございます。 

   次に、５２ページからをお願いいたします。 

   ７５款の繰入金につきましては、１億４,１３８万８,０００円で、前年度比２０２.

３％の大幅な増となりました。その要因といたしましては、土地取得特別会計と財政調

整基金からの繰入金の大幅な増があったためでございます。 

   次に、５４ページからをお願いいたします。 

   ８０款の繰越金につきましては、７億４,５４８万９,０００円となりまして、前年度

比２.５％の減となりました。 

   ８５款の諸収入につきましては、預託回収金、保育所、小中学校の給食費実費徴収金

など、他の費目に属さない収入金で、決算額としましては５億６４９万５,０００円で、

損害賠償和解金の増により、前年度に比べ６.０％の増となりました。 

   次は６６ページからをお願いいたします。 

   ９０款町債につきましては、４,０００万円で、大草保育園駐車場整備のための借り

入れを行ったものであります。 

   次に、歳出につきまして、主なものにつきまして説明を申し上げたいと思います歳出

につきましては、その概要を性質別に説明させていただきたいと思いますので、主要な

施策の成果の説明書の１４ページ、１５ページをお開きいただきたいと思います。 

   まず、性質別の義務的経費でありますが、人件費は全体で３１億４,０７１万２,００

０円となりまして、１.５％の増で、ほぼ前年並みということでございます。扶助費に

つきましては、１８億５,３３２万円で、１３.７％の増となりました。これは、臨時福

祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金、障害者福祉サービス費等の増加により増額とな

ったことによるものでございます。 

   公債費につきましては、１２億７,７０３万５,０００円で、４.９％の増となりまし

た。これは、償還元金の増加によるものであります。 

   次に、物件費は、２１億９,５１７万６,０００円で、１１.６％の増となりました。

これは、基幹系業務システム再構築委託業務の増が主な要因となっております。 

   次に、維持補修費につきましては、２億４,８５２万４,０００円で、０.５％の増と

なり、補助費等につきましては町税還付金の増加等によりまして１４億８,０１６万６,

０００円で、９.９％の増となりました。 

   次に、積立金につきましては、５億９６５万円で、６０.５％の増となりました。こ

れは教育施設整備基金への積み立てを行ったことによるものでございます。 

   次に、普通建設事業につきましては８億１,０６２万５,０００円で、前年度比２３.

７％の減となりました。主なものとしましては、国庫補助事業分として、中央小学校地

震補強・大規模改造、横落住宅外壁断熱化等整備、町道長嶺１号線舗装、里前・沢渡公

園トイレバリアフリー化などを実施いたしました。また、国庫補助事業以外の単独事業

では、岡崎市一般廃棄物中間処理施設建設費負担金、大草保育園駐車場拡張用地取得及

び整備、斎場建設負担金、芦谷住民広場用地取得などを実施いたしました。 

   また、次世代産業創出事業で１,７３８万５,０００円、プレミアム付商品券事業で２,

６００万円を、平成２７年度へ繰越明許いたしました。 
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   最後に、財政指標につきまして説明いたします。 

   主な施策の成果の説明書の１８ページをお開きいただきたいと存じます。 

   まず、単年度の財政力指数でありますが、分子であります基準財政収入額の増加によ

りまして、１.０４から１.２２となり、０.１８ポイントの上昇となりました。経常収

支比率につきましては、８４.７％から８２.０％となり、２.７ポイント改善いたしま

した。その要因といたしましては、分母である経常一般財源が、景気の回復による税収

の増により増加したことが主な要因であります。一般的に適正と言われる８０％に近い

数値となってまいりました。実質公債費比率は、８.５％から７.７％と０.８ポイント

の減少となりました。これは、分母である標準財政規模が、１２億４,０００万円ほど

増加したことなどにより改善したものでございます。 

   以上、一般会計の決算概要でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（浅井武光君） ここで、１０分間の休憩といたします。 

                             休憩 午前１０時５１分 

─────────────── 

                             再開 午前１１時０１分 

○議長（浅井武光君） 休憩前に戻し、会議を再開いたします。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） それでは、引き続きまして、認定第２号「平成２６年度幸田町土

地取得特別会計歳入歳出決算認定について」説明を申し上げます。 

   決算書の１８１ページから１９８ページ、並びに主要な施策の成果の説明書１３１ペ

ージからをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入決算総額は８,０６１万円、歳出決算総額は６,０１５万８,０００円で、差引額

２,０４５万２,０００円でございます。 

   歳入につきましては、芦谷地内での用地売り払いなどの財産収入が主なもので、前年

度対比１４.７％の減となりました。歳出につきましては、公共用地の先行取得はなく、

一般会計への繰出金が主なものでございます。 

   次に、認定第３号「平成２６年度幸田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて」でございます。 

   決算書の２０１ページから２４６ページ、並びに主要な施策の成果の説明書１４３ペ

ージからをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入決算総額３２億８,７６８万８,０００円、歳出決算総額３２億１２４万９,００

０円で、差引額８,６４３万９,０００円でございます。 

   歳入につきましては、国民健康保険税、国庫支出金、前期高齢者交付金の増加などに

よりまして、歳入総額で前年度対比１億３,５１６万６,０００円（４.３％）の増とな

りました。歳出につきましては、総務費や療養諸費、後期高齢者支援金の増加などによ

りまして、歳出総額で前年度対比２億２,２００万１,０００円（７.５％）の増となり

ました。 
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   次に、認定第４号「平成２６年度幸田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」でございます。 

   決算書におきましては、２４９ページから２７２ページ、施策の成果につきましては

１６１ページをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入決算総額３億１１２万５,０００円、歳出決算総額３億１１２万３,０００円で、

差引額は２,０００円となりました。 

   歳入につきましては、加入者増による保険料の増加や保険基盤安定繰入金の増加など

により、歳入総額で前年度対比２,９８９万４,０００円（１１.０％）の増となりまし

た。歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金の増加などにより、歳出総額

で前年度対比３,０３２万５,０００円（１１.２％）の増となりました。 

   次に、認定第５号「平成２６年度幸田町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て」でございます。 

   決算書の２７５ページから３１４ページ、主要な施策の成果につきましては１６９ペ

ージからでございます。 

   歳入決算総額１５億３,８８４万１,０００円、歳出決算総額１４億８,２２３万２,０

００円で、差引額は５,６６０万９,０００円となりました。 

   歳入の主な内訳は、被保険者数の増加によりまして、第１号被保険者保険料が３億６,

２４８万３,０００円、国県支出金及び社会保険診療報酬支払基金交付金の総額が９億

１,８４０万円、一般会計からの繰入金が２億３,１１６万８,０００円となりまして、

歳入総額で前年度対比９,６１８万円（６.７％）の増となりました。歳出につきまして

は、介護保険サービス利用者の増によりまして、増加した介護給付費及び審査支払手数

料全体で１３億８,６０８万３,０００円、要介護認定に係る経費として１,９３０万７,

０００円、一般管理費、賦課徴収事務を合わせて１,６７６万１,０００円、地域支援事

業費として４,３５０万７,０００円などとなりまして、歳出総額で前年度対比６,４７

４万７,０００円（４.６％）の増となりました。 

   認定第６号「平成２６年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認

定について」でございます。 

   決算書の３１７ページから３３６ページ、施策の成果におきましては１８３ページで

ございます。 

   歳入決算総額２億７８７万９,０００円、歳出決算総額１億９,９５５万円で、差引額

８３２万９,０００円となりました。 

   歳入につきましては、主な内訳は、都市計画道路整備等に係る国県支出金が６,６４

０万１,０００円、一般会計からの繰入金が１億１２７万２,０００円、繰越金が１,４

２０万４,０００円、町債が２,６００万円となり、歳入総額で前年度対比７,８８１万

６,０００円（２７.５％）の減となりました。歳出につきましては、人件費を初めとす

る総務管理費として１,８０５万７,０００円、移転補償費等の土地区画整理事業費が１

億４,２２８万４,０００円、公債費が３,９２０万９,０００円となりまして、歳出総額

で前年度対比７,２９４万１,０００円（２６.８％）の減となりました。 

   続きまして、認定第７号「平成２６年度幸田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決
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算認定について」であります。 

   決算書は３３９ページから３５８ページでございます。主要な施策の成果につきまし

ては１９１ページからをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入決算総額が３億８,０６９万６,０００円、歳出決算総額が３億７,０８２万４,０

００円で、差引額が９８７万２,０００円となりました。歳入の主な内訳は、新規加入

者３９件の受益者分担金が１,７０１万６,０００円、排水処理施設使用料が８,５１１

万円、繰越金が８５７万円、一般会計からの繰入金が２億７,０００万円となり、歳入

総額で、前年度対比２,１７１万４,０００円（６.０％）の増となりました。 

   歳出につきましては、職員１人分の人件費を初めとする総務管理費１,１０９万４,０

００円のほか、維持管理費として処理場の施設管理、保守点検委託及び管路等の維持補

修を行い、１億９,４９７万５,０００円、公債費が１億６,４７５万５,０００円となり、

歳出総額で前年度対比２,０４１万２,０００円（５.８％）の増となりました。 

   続きまして、認定第８号「平成２６年度幸田町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について」でございます。 

   決算書３６１ページから３８４ページ、主要な施策の成果につきましては１９９ペー

ジからでございます。 

   歳入決算総額は７億６,９８０万３,０００円、歳出決算総額は７億５,８６７万４,０

００円で、差引額１,１１２万９,０００円となりました。 

   歳入の主な内訳は、受益者負担金が５８４万７,０００円、下水道使用料が新規接続

増加によりまして２億２,６２７万２,０００円、国庫支出金が事業費の増により７,２

０４万円、一般会計からの繰入金が３億７,３００万円、町債を７,８１０万円借り入れ

しまして、歳入総額で前年度対比８,２６０万３,０００円（１２.０％）の増となりま

した。歳出につきましては、職員５人分の人件費を初めとする総務管理費５,８１４万

１,０００円のほか、浄化センター利用に伴う汚水処理費負担金などの維持管理費が１

億３,６９７万５,０００円、下水道建設事業費が区画整理地区の整備費の増加によりま

して、２億２,４２７万６,０００円、公債費が３億３,９２８万２,０００円となりまし

て、歳出総額で前年度対比８,６０１万４,０００円（１０.４％）の増となりました。 

   続きまして、認定第９号「平成２６年度幸田町水道事業会計利益の処分及び決算認定

について」でございます。 

   決算書３９７ページから４３９ページ、主要な施策の成果につきましては２３１ペー

ジからでございます。 

   収益的収入及び支出につきましては、営業収益など８億６２３万６,０００円の収入

に対し、営業費用など７億３,０８３万１,０００円を支出した結果、７,５４０万５,０

００円の収支差引となりました。なお、損益計算上の当期純利益は６,５６３万１,００

０円となりまして、前年度繰越利益剰余金やその他未処分利益剰余金変動額を加え、２

３億１８８万６,０００円の未処分利益剰余金となりました。このうち、剰余金処分計

算書（案）に示したとおり、未処分利益剰余金から２２億１８４万３,０００円を資本

金に組み入れ、建設改良積立金に５,０００万円を積み立て、残高５,００４万３,００

０円を翌年度の繰越利益剰余金として繰り越す予定をしております。また、資本的収入
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及び支出につきましては、工事負担金収入等に対し建設改良費等を支出した結果、収支

差引１億５,０２８万４,０００円の不足となりまして、これは減債積立金、当年度分の

消費税及び地方消費税資本的収支調整額、並びに損益勘定留保資金で補填をいたしまし

た。 

   以上、平成２７年第３回幸田町議会定例会に提案いたしました単行議案１３件、補正

予算８件、決算認定９件につきまして、提案理由の説明をさせていただきました。 

   慎重に御審議の上、全議案、可決、承認を賜りますようお願い申し上げまして終わら

せていただきます。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（浅井武光君） これをもって、提案理由の説明を終わりました。 

──────────────○─────────────── 

  日程第７ 

○議長（浅井武光君） 日程第７、決算審査意見の報告を行います。山下 力代表監査委員

から、決算審査意見の御報告をお願いします。 

   代表監査委員。 

〔代表監査委員 山下 力君 登壇〕 

○代表監査委員（山下 力君） 御指名でございますので、報告をさせていただきます。 

   去る７月２７日から８月１２日までの実質７日間にわたり行いました、平成２６年度

の決算審査の結果について申し上げます。 

   平成２６年度幸田町一般会計・各特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況、並びに水

道事業会計決算の審査に当たっては、町長から提出された決算書、決算に関する附属書

類、証書類及び各課等から提出された資料等を照合し、あわせて関係職員の説明を求め、

聴取するとともに、定期監査、例月出納検査等の結果も参考とし、計数の正確性、事務

処理の正否、予算執行上の適否等について審査を実施いたしました。 

   審査の結果につきましては、審査に付された各会計の歳入歳出決算書等はいずれも関

係法令等に準拠して作成されており、その計数は正確であり、予算の執行はおおむね適

正であると認められました。 

   審査の総括的意見といたしましては、お手元に配付させていただきました決算審査意

見書の１８ページ、第６むすびに記載させていただいておりますので、ごらんいただき

たいと存じます。 

   それでは、その朗読をもって報告にかえさせていただきます。 

   第６ むすび 

   平成２６年度幸田町一般会計、各特別会計、基金運用状況及び水道事業会計の決算審

査の概要は前述のとおりであり、ここに総括的な意見を付して本審査のむすびとする。 

   平成２６年度の決算における一般会計と各特別会計の決算総額は、歳入２０３億１９

４万円、歳出１９２億８,６０４万円で、前年度と比較し、歳入１１億６,８２１万円

（６.１％）歳出１１億８,００７万円（６.５％）とおのおの増加となっている。歳入

決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は１０億１,５９０万円で、翌年度へ繰り

越す財源の２１４万円を差し引いた実質収支は１０億１,３７６万円の黒字、単年度収
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支においても８９６万円の黒字となっている。 

   一般会計の歳入は、総額１３７億３,５３０万円で、前年度と比較し８億９,５３９万

円の増収となっている。町税全体では９２億９,９８８万円、前年度と比較し７億６,１

６０万円（８.９％）の増収となった。 

   町民税については、法人町民税が景気回復等により前年度と比較して６億４,１３１

万円の増となり、全体で７億２,７０８万円の増収となっている。固定資産税について

は、家屋分で新築・増築家屋の増加により４,１３７万円の増となり、償却資産分にお

いては企業の設備投資の減少により、２,８９５万円の減となり、全体では３,７７６万

円の増収となっている。 

   町税以外で増加となった主な科目は、配当割交付金、地方消費税交付金及び繰入金な

どであった。 

   一方、減少となった主な科目は、株式等譲渡所得割交付金、自動車取得税交付金及び

国庫支出金などである。なかでも自動車取得税交付金が４,０２２万円、国庫支出金７,

２０８万円の減少となっている。減少の要因として、自動車取得税交付金については、

自動車取得税の税率引き下げとエコカー減税による減、国庫支出金については、地域の

元気臨時交付金、社会資本整備総合交付金の減によるものである。 

   一般会計の歳出は、総額１２９億１,２２３万円で、前年度と比較し８億１,７８１万

円の増加となっている。 

   主な増減要因を目的別歳出に見ると、減少した費目は、大井池トイレ改築工事の終了

により商工費で２,１３２万円の減、高規格救急車整備の終了に伴い消防費で３,６３６

万円の減少となった。 

   次に、増加した費目は、電算システム（基幹系業務）再構築、税の過誤納還付金、合

併６０周年記念事業、衆議院議員選挙等の選挙費などにより総務費で１億９,５３６万

円の増、大草保育園駐車場拡張用地取得・整備、芦谷住民広場用地取得、子育て世帯臨

時特例給付金、臨時福祉給付金、県の子育て支援減税手当などにより民生費で２億８,

８４６万円の増、教育施設整備基金積立金等で教育費は２億３,７４４万円の増などが

主なものとなっている。 

   特別会計全体では、歳入総額６５億６,６６４万円、歳出総額６３億７,３８１万円で

歳入２億７,２８２万円（４.３％）、歳出３億６,２２６万円（６.０％）おのおの増加

となっている。 

   土地取得特別会計は、歳入１,３９２万円（１４.７％）の減、歳出１,１７０万円

（２４.２％）の増加となった。歳入では、一般会計への用地売払い収入が減少し、歳

出では、一般会計への繰出金の増加が主な要因となっている。 

   国民健康保険特別会計は、歳入１億３,５１７万円（４.３％）、歳出２億２,２００

万円（７.５％）おのおの増加している。歳入では、国庫支出金、共同事業交付金の増

加となったが、療養給付費等交付金、県支出金が減少となった。歳出では、保険給付費

が年々増加しているほか、後期高齢者支援金が増加となった。国保加入世帯は２０世帯

（０.４２％）の増、被保険者は１０１人（１.１５％）と減少している。 

   後期高齢者医療特別会計は、歳入２,９８９万円（１１.０％）、歳出３,０３２万円
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（１１.２％）のおのおの増加となった。被保険者は１２４人（３.６％）増加している。

介護保険特別会計は、歳入９,６１８万円（６.７％）、歳出６,４７５万円（４.６％）

おのおの増加となった。現年度賦課人数は７,９３１人で前年度より３５０人（４.

６％）増加している。 

   幸田駅前土地区画整理事業特別会計は、歳入７,８８２万円（２７.５％）、歳出７,

２９４万円（２６.８％）おのおの減少となった。平成２５年度において社会資本整備

総合交付金の繰越明許費があったことが主な要因となっている。 

   農業集落排水事業特別会計は、歳入２,１７１万円（６.０％）、歳出２,０４１万円

（５.８％）おのおの増加している。歳入では、受益者分担金、使用料及び繰入金がお

のおの増加した。歳出では、主に１３地区の維持管理費と処理場・管路修繕、公共桝整

備を始めとした費用が前年度と比べ１１.４％増加している。 

   下水道事業特別会計は、歳入８,２６０万円（１２.０％）、歳出８,６０１万円（１

２.８％）おのおの増加となった。歳入では、新規接続による使用料、国庫補助金が増

加となった。区画整理事業による受益者負担金は減少となっている。歳出では、流域関

連公共下水道枝線の整備による下水道建設事業費が大幅に増加となった。公債費につい

ては、町債の元金償還分が増加し、利子償還分が減少となっている。 

   未収金については、一般会計、国民健康保険を始めとする５特別会計にわたり、国県

支出金を除く収入未済額の総額は４億４１７万円に達している。前年度と比較して若干

の減少が見られるものの、未納者一人一人の状況に応じたきめ細やかな対応と、悪質未

納者に対する厳正な処分、新たな滞納繰越を発生させないため、現年分を重点的に徴収

するなど、今後も継続的な取り組みが必要と考える。 

   水道事業会計は、前年度と比較し、年間総配水量は４５８万４,０００㎥（９８.

３％）、年間有収水量は４２０万９,０００㎥（９９.４％）とおのおの減少している。

総収支比率は１０９.５％（前年度１０８.５％）、経常収支比率１２３.２％（前年度

１０８.６％）、営業収支比率１０５.２％（前年度１０８.７％）となっている。供給

単価は１４７.２５円（前年度１４７.１５円）、給水原価は１４５.６０円（前年度１

４０.７０円）となっている。総収益は１７.２％、総費用は１６.２％とおのおの増加

し、最終純利益は１,４８２万円の増で６,５６３万円となっている。引き続き清浄にし

て豊富低廉な水の供給に向け、施設の耐震対策・ライフライン機能強化・サービス向上

を含めた総合的な事業の取り組みが必要と考える。 

   主要な財政指標の状況については、単年度財政力指数が１.２２（前年度比０.１８ポ

イント増）。公債費比率は７.８％（前年度比０.５ポイント減）で、年々着実に減少し

ている。今後も起債の抑制を図るとともに、将来的な展望に基づいた計画的な起債に留

意されたい。実質収支比率は９.０％（前年度比０.６ポイント増）。経常収支比率は８

２.０％（前年度比２.７ポイント減）となり、８０％を上回っているものの、昨年度よ

り改善され健全性が向上している。財源・資源の有効活用の徹底を基本としながら、経

費の節減と事業の効率化に引き続き努められたい。自主財源比率は８０.８％（前年度

比１.３ポイント増）で、平成２２年度以降上昇を続けている。 

   以上を総括し平成２６年度は、法人町民税において、経済政策・円安などの影響によ
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る景気の緩やかな回復を背景に企業収益が大幅に増加したことによって、町税全体でも

前年度決算額を上回る増収となり、財政指標においても健全性が向上しているなど、リ

ーマンショック前に並ぶ状況と見受けられる決算内容であった。 

   日本経済は、円安・株高を基調としつつ、景気は緩やかな回復傾向が続いているもの

の、法人住民税の一部国税化、社会保障関係経費などの義務的経費の増大、さらには消

費税率の引き上げが予定されていることなど、本町の行財政運営に関しては、先行き不

透明な状況が続くものと見込まれる。国の政策を注視しつつ新たな財源確保に努められ

るとともに、質の高い住民サービスを持続的に提供するため、事業の計画的な推進を図

り、さらなる事務事業の効率化や行財政運営の手法の見直しなど、住民福祉の向上に一

層努力されることを望むものである。 

   平成２７年８月１２日 

                           幸田町監査委員 山下  力 

                           幸田町監査委員 池田 久男 

   以上、簡単ではありますが、報告とさせていただきます。 

〔代表監査委員 山下 力君 降壇〕 

○議長（浅井武光君） 以上をもって、本日の日程は終わりました。 

   質疑をされる方は、議案質疑通告書を本日午後５時までに事務局に提出をお願いいた

します。 

   本日は、これにて散会といたします。 

   次は、９月８日火曜日午前９時より再開いたしますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

   １点、ここで御連絡を申し上げます。 

   議会広報特別委員会を１１時４０分から第１委員会室で開催いたしますので、委員の

方は出席をお願いいたします。 

   以上であります。 

   御苦労さまでした。ありがとうございました。 

                             散会 午前１１時３２分 
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